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第５回品川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会 

議事要旨 

日時：令和３年 11 月 16 日 10:00～12:00 

場所：第一委員会室 

出席：16 名（うち、委員会設置要綱に規定

する「テレビ電話装置等」による出

席 1名） 

傍聴：15 名（うち、別室 3名） 

議事次第 

１．開会 

２．委員長挨拶 

３．第 4回議事要旨について 

４．区民向け広報について 

５．パブリックコメント結果について 

６．基本構想（答申案）について 

７．審議 

８．今後のスケジュールについて 

９．答申 

10．閉会 

１．開会 

■事務局 

それでは、定刻になりましたので、策定委員会を始めさせていただきたいと思

います。 

本日ですが、事前に３名の委員よりご欠席の連絡をいただいてございます。1

名の委員が、今日もオンラインによる参加でございます。 

それから、事務局ですが、和氣副区長、庁舎計画担当課長につきましては都合

により欠席させていただいております。 

また本日ですが、ケーブルテレビ品川より委員会の様子を広く区民に知らせ

るため、取材の依頼がございます。委員長の許可をお願いいたします。 

■委員長 

特に問題はないので許可しようと思います。よろしいですか。 
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（一同異議なし） 

それでは委員長、よろしくお願いいたします。 

２．委員長挨拶 

■委員長 

皆様、本日はお忙しいところお集まりいただきましてまことにありがとうご

ざいます。ただいまから第５回品川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会

を開催いたします。 

新型コロナウイルスの感染がだいぶ収まってきたのですが、本日の委員会に

つきましても念のため感染症拡大防止対策を取って行わせていただきます。座

席の配置については間隔をあけるため、離れた配置にしております。後ろの列の

方は申し訳ございません。また今日は工事の音が入っているのですが、換気のた

め、一部の窓を開けたままにさせていただいております。もし審議に影響が出る

ようでしたら少し閉めたり開けたりしながら対応したいと思いますので、その

点ご理解をよろしくお願いいたします。 

本日の進め方ですが、あらかじめ事務局が用意した次第の９番にありますと

おり、区長への答申を予定しております。その関係でこれまでとは異なる進め方、

進行となります。答申案自体は既に皆様へ事務局からお配りしておりますが、区

長へ答申する前に次第の７番で皆様に審議をお願いいたします。 

答申の前には、運営の都合上、10 分程度の休憩を取りたいと思います。その

後の答申は 11 時 40 分を予定しております。 

ただいまご説明した進め方についてご質問等があればお願いいたします。よ

ろしいですか。 

（一同異議なし） 

それでは、今のように進めさせていただきます。 

事務局、取材の許可は出しましたが、大丈夫ですか。よろしいですね。 

（一同異議なし） 

傍聴希望者はいかがでしょうか。 

■事務局 
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現在、傍聴の方が 15 名お待ちになっております。また別室で傍聴を希望され

る方が 3名いらっしゃいます。 

■委員長 

わかりました。15 名まで入りますので、それでは、希望の方を傍聴席にご誘

導いただけますでしょうか。 

（傍聴者着席） 

傍聴の皆様も感染症対策にご協力いただきましてありがとうございます。議

事進行にもご協力をよろしくお願い申し上げます。窓側の方は音がうるさいか

もしれないですが、感染症対策という意味もありますので、開けたままにさせて

いただいております。もし何か支障があるようでしたら申し出ていただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

３．第４回議事要旨について 

■委員長 

それでは、まず第４回の議事要旨の確認をしてまいります。資料２として第４

回議事要旨が事前に配布されているかと思います。委員の皆様は内容について

いかがでしょうか。あるいはご自身の発言で意図が違うような記述なってしま

っているということがあれば修正をしたいと思います。大丈夫そうでしょうか。 

リモートの委員ももし何かありましたらチャットのほうに入れていただけれ

ば、チャットを開いてこちら見ておりますので、よろしくお願いいたします。 

（一同異議なし） 

それでは、議事要旨はこれで確認されたものとしてホームページに公開した

いと思います。事務局、よろしくお願いいたします。 

続きまして、次第４、区民向け広報についてです。こちらは事務局から説明を

お願いいたします。 

４．区民向け広報について 

■事務局 

（区民向け広報について事務局より資料３に基づいて説明） 

■委員長 
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ありがとうございます。ただいまの事務局の説明について、ご意見があればお

願いします。 

別の審議会で話題が出たりすることがあるのですが、品川区は Twitter での

発信はあまりやっていないのですか。 

■事務局 

Twitter の発信ですが、この策定委員会につきましては発信していない状況で

ございます。今後それについても検討してまいりたいと思います。 

■委員長 

ありがとうございます。若い方は結構オンラインで情報を得ることも多いと

思うので、そのものに載せる必要はないかもしれないですが、こういうところで

公開していますよという情報を載せるぐらいはしてもいいのではないかと個人

的には思っていますので、せっかくあるものですから使っていただければと思

っております。よろしくお願いします。 

よろしいでしょうか。それでは、基本構想（答申案）の具体的な審議に入って

まいります。 

次第 5番、6番が関連しておりますので、併せて事務局から説明をお願いしま

す。簡潔によろしくお願いいたします。 

５．パブリックコメント結果について 

  （パブリックコメントの結果について事務局より資料４、資料５に基づいて

説明） 

６．基本構想（答申案）について 

  （基本構想（答申案）について事務局より資料６、資料７に基づいて説明） 

７．審議 

■委員長 

ありがとうございます。１点私から確認ですが、パブコメへの意見対応、区か

らの答えということですが、これはこのフォーマット、あるいはこれに近いフォ

ーマットのまま、案が確定すればこの案の文章で公開するというイメージでよ

ろしいですか。 

■事務局 

こちらに書いてある内容での公開を考えているところでございます。 
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■委員長 

ありがとうございます。ただいま事務局からの説明が終わりました。ここから

次第の７番にある審議に入ってまいります。委員の皆様からご意見をいただき

たいと思います。ご意見をいただくにあたりまして、特に委員長から指名はして

いきませんので、挙手をしていただければその方のところにマイクを事務局が

持っていくということにします。また、ご意見はできるだけコンパクトにいつも

どおりお話しいただければ幸いです。事務局も回答する際は同様にコンパクト

に回答をお願いいたします。できるだけたくさんの方からご意見をいただきた

いと思っておりますので、議事進行にご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、ご意見のある方、挙手をお願いできますでしょうか。 

■委員 

ご説明ありがとうございました。答申案に関してですが、今日の資料 5 の 26

ページ、４番の今後の進め方と留意事項についてですが、今ご説明いただいたも

のは今回の答申案には入っていないと思うのです。当然今日やるわけですから、

ここで審議した上での話になると思うのですが、この答申案に今後の進め方と

留意事項は載せないとおかしくなってしまうと思うのですが、その点について

いかがでしょうか。 

■事務局 

留意事項につきましては、まさにパブリックコメントを受けて今後進めてい

かなくてはいけない点ということでまとめておりますので、委員が言うことも

ごもっともだと思います。こちら、パブコメを出した際には素案の中には入って

いなかった内容になりますので、ぜひこの回で審議をお願いできればと思いま

す。委員長、よろしくお願いします。 

■委員 

ありがとうございます。基本計画につなげていくための答申案ですので、ぜひ

入れたほうがいいと思いますので、提案ということでご検討いただきたいと思

います。 

■委員長 

パブリックコメントをいただく前のものと、いただいた後のもので多少変化

が出てくる部分はあると思いますので、私としても入れていただいたほうがい

いかなと思っているのですが、事務局としてはそれでよろしいですか。 
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■事務局 

では、こちらのページについても入れさせていただければと思います。 

■委員長 

委員の皆さんもそれでよろしいですか。むしろ入ったほうがいいと思います

ので。ありがとうございます。それでは、そのように進めていただきます。よろ

しくお願いします。 

オンラインの委員からご発言があるようですので、よろしくお願いいたしま

す。 

■委員 

結局参加ができず申し訳ございません。答申案につきましてはきれいにまと

めていただいており、これでよろしいのではないかと思っているところでござ

います。 

ちょっと気になりましたのが、パブリックコメントのほうで庁舎の耐震性は

大丈夫というご意見があったと聞きました。もちろん私は品川区の庁舎の耐震

性を全部把握しているわけではありませんが、一般的に考えれば決められた基

準には達していると思うところですが、区民の皆様からそういうご意見が出る

ということについては、拠点としてどういう整備を行っているかということが

伝わっていない最たるものではないか。そこが不安になると区役所に行くのも

不安になってきて、庁舎を建てる・建てない、の問題ではなくなってくるかなと

思います。新しいものを作るとなると、その差異みたいなものも皆さんの関心事

になってくると思いますので、適切に情報提供を続けるという意味でのアラー

トとして真摯に受け止めるべきではないかと思いました。新しい庁舎を作ると

きに広報をきちんとしていくべきだと心に留めるか、どこかに書いていただけ

ればと思っております。以上です。 

■委員長 

ありがとうございます。何か事務局からお答えはありますでしょうか。 

■総務部長 

総務部長です。今耐震性のところでご意見をいただきました。実は品川区の総

合庁舎が昭和 43 年に建っております。その当時、昭和 43 年に建てたときには

東京都と品川区という形で、今とはちょっとレイアウトや配置は変わっていま

すが、その当時の耐震基準で作ったということです。その後、阪神淡路大震災を
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受けて耐震基準が見直されたときに、区の庁舎もどういう形で耐震基準を保つ

かということでいろいろ検討しました。防災センターは後からできているので

新耐震基準に適合しているので耐震補強は必要ないということです。平成 6 年

にできたということです。本庁舎と総合庁舎、それから第三庁舎のところが昭和

43 年にできておりますので、その耐震をどうしようか検討いたしました。それ

で、本庁舎と議会棟については免震装置を入れて耐震性能をアップさせる。第三

庁舎については壁の補強で耐震補強をしようということで、それぞれ方式を分

けております。本庁舎、議会棟はフロアが大きいので壁式でやってしまうと庁舎

の執務機能が使えないということで、一番下のところに免震装置をつけており

ます。それで行政機関としての耐震基準は一応その当時の基準ではクリアした

という形になっております。 

ただ、その後、東日本大震災とかいろいろ地震が起こってくる中で、まだ防災

上の被害想定は確立していませんが、だんだん被害想定の形もかなり大きくな

るような想定をしていろいろ準備をしているので、逆に行くと今のままですぐ

に危険はないということですが、絶対大丈夫かというとなかなか難しいかなと

いう状況です。ただし、免震をやっておりまして、先日、たしか東京で直下型の

地震があったときに、本庁舎と議会棟のエレベーターはストップしませんでし

た。防災センターのエレベーターは感知器が利いてストップしたということで、

そのような違いがありますので、免震装置もある程度利いているのかなという

状況でございます。以上です。 

■委員 

短く少し補足させていただいてよければ、建物の耐震ということと、エレベー

ター等の機能が確保されるということと、内部被害が起こるということは全然

別ではないですが、別のこととして考えなければいけないということです。耐震

基準は満たされているということ、エレベーターの停止については安全面も考

えて停止することもあるので、その機能が使えないということも想定して対応

を考えなければいけないという点。２点目、それから建物構造がきちんとしてい

ても、内部部材が落ちてきたりする被害は考えられるということで、分けて回答

いただくことが重要かと思います。先ほど申し上げましたように新庁舎ができ

たとき、新しいものは大丈夫で、古いものは駄目なのではないかと区民が単純に

思い込まれないように説明を尽くしていただきたいというふうに受け取りまし

た。以上です。 

■委員長 

ありがとうございます。恐らく実際の庁舎の防災機能の問題と、それからそれ
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を区民に伝えるという面と両方必要だということをご指摘いただいたと思いま

すので、その点は各種広報、それからいずれ新庁舎ができていくことになったと

して、その場合に区民の方にどう伝えていくかということはまた改めて別途考

えていかないといけないことであろうなとは思います。もちろん委員会の中で

の議論等を通じて、議事録等を通じてお伝えしていくということも十分に必要

なことだろうと思います。ありがとうございます。 

そのほかの方、いかがですか。 

■委員 

いろいろ答申案をおまとめいただきましてありがとうございました。２点お

聞きしたいのですが、資料４の裏面で、パブリックコメントですが、48 名の方

から 126 件ということですが、広く媒体を使って周知をしているにもかかわら

ず、私は少ないのかなと思っているのですが、事務局側の見解をいただきたい。 

先ほど委員長が Twitter とかそういう媒体を使って若い人向けということも

私は本当にそう思っております。それで、資料５の 20 ページ、⑥－６、事前に

品川区民へもっと周知をさせるべきではないかということなのですが、これは

本当に事務局側としても広く周知をされているのは承知した上でお話しするの

ですが、今後、基本構想、これから基本計画と行く中で、広く周知させるために

は今後どのようにやっていくのかということだけお知らせいただきたいと思い

ます。 

■事務局 

まずパブリックコメントが少ないのではないかということですが、ほかのパ

ブリックコメント、いろいろな計画に対してのパブリックコメントを区で行っ

ているのに比べれば多少は多い状況でございます。ただ、新庁舎の計画ですし、

私もテレビに出たり、ラジオで PR したりというのをやっていたのですが、それ

にしてはちょっと少ないのかなという感想を持っています。 

それで、今後の周知というところにつきましては、先ほどお話が出ております

SNS をもうちょっと活用していきたいという部分と、コロナ禍の状況を見まして、

ワークショップですとか説明の機会をもう少し増やしていきたいと考えている

ところでございます。こちらにつきましては、どうしても区民を集めてというと

ころになりますと制限されるという部分が現在ございますので、そういったと

ころも鑑みながら事務局として取り組んでいければと思っているところでござ

います。 

■委員長 
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この点については委員長としてももう少し何とかしたいという感じは正直す

るのですよね。他の審議会でもパブリックコメントの来る意見が少ないという

のは同じように問題になることが多くて、ほかの審議会より多いから大丈夫と

いう話には多分ならない。ほかの審議会が少ないというだけの話だと思うので、

これは何とかして工夫しなければいけないだろうなと思っているのですが、も

しよければほかの委員の皆さんからもどういうアイデアがあるか。実現可能性

云々は別として、どんなアイデアがあるかというのをできれば今日お伺いでき

ればと思って来たのですが、どういうことが考えられますか。 

■委員 

区民委員です。資料５の 26 ページに区立学校生からの提案プログラムという

のが入っていたと思います。私はこれをすごく楽しみにしておりまして、生徒と

か児童の方だけでなくて、家に持ち帰って家で考えてきてというような宿題を

やると家族で考えてくれて幅が広がるのかなと思いまして、ぜひ学校の児童と

か生徒の皆さん、あと大学とか専門学校の方も、学校がたくさんあると思います

ので、幅広く子どもさんとか家の宿題にしてもらって考えてもらうと広くなっ

ていいのではないかと思います。これに関してはそういうふうに思います。 

それから続いてですが、資料５の 24 ページに、「区民協働で行きたくなる区

役所にしてほしい」というのが書いてあって、これはパブリックコメントのほう

にも出ています。私もこれは前にも何回かお話が出たのですが、すっかり忘れて

おりまして、「行きたくなる区役所」というのはとてもわかりやすくていい言葉

だなと思います。この後もこういったことも少し頭に入れながら会議をやって

いくともっといいものができるのかなと思いました。以上です。 

■委員長 

ありがとうございます。学校はそうですよね。教育機関に勤めている者として

はそういうことは考えたい。品川区が連携しているいくつかの大学があると思

うのですが、そういうところでも今市民協働の取り組みとかかなりたくさん実

施されているはずですよね。ですから、そういうものとも、偏らない範囲内でや

っていただければいいのかなという気もしています。 

ほかに何かアイデアはありますか。 

■委員 

区民の意見を広く募るということなのですが、パブリックコメントだけでい

きなり意見を募るというのは、どうしてもなかなか関心を呼び起こすのは大変

だなと思っています。私は元区役所の職員で、今いろいろな自治体のお手伝いを
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しているのですが、その中で日ごろから意識の高い区民をより多く作っておく

ということが結構大事かなと思っています。最近は ICT を使うと、区民ポータ

ルみたいなものを作って、区のホームページとは全く別で、区民が参加できるポ

ータルサイトみたいなものを作って、そこに区からのお知らせは当然届きます

し、それに対して意見があったらどうぞというようなものを日ごろからそうい

ったサイトで意見交換というか、行政と区民との意見交換みたいなものをして

おくと、いざパブコメになったときにも気軽にそのポータルサイトから意見を

出してくれるみたいなことができます。ぜひそういったものを今後、品川区さん

はもしかしたらもう作っているかもしれませんが、区民ポータルみたいな双方

向型のものを作っていただくといいのではないかと思いました。 

あと、資料５のパブコメの中で気になったのが、私に関わることかもしれませ

んが、７ページの、７ページだけでなくてもう 1つ意見があったのですが、今後

の ICT の普及によっては窓口みたいなものはどんどん減っていく、例えばテレ

ワークによって出勤する職員の数は減ってくるだろうということは間違いなく

言えることだと思っているのですね。実際に最近の新庁舎を建てた市川市さん

はそうかもしれませんが、明らかに窓口のカウンターの数を減らしているので

すね。これは豊島区でもそうでしたが、集約化して、例えばこれまで建築とか土

木とかいろいろな部門で図面を発行していたのですが、そういったものは集約

化して、図面発行専用の窓口に集約してしまうと、事業者の方々は建築に行って、

土木に行ってと歩き回る必要もなくなりますし、職員側からしても窓口が 1 つ

になれば、豊島区の場合はそこに再任用職員を集中的に投下して、そこでどんな

図面の要求が来ても出せるような、そんな窓口を作りました。これが今後どんど

んいろいろな新庁舎でも増えていくと思います。窓口というと、どうしても低層

階の区民課みたいなところばかりをイメージしますが、そうではなくて、本当に

全体的にオンラインの申請システムを使えば窓口というのはどんどん集約化で

きると思います。 

１つの例が高速道路の料金所ですよね。高速道路の料金所というのはどんど

ん人が減ってきて、本当に人が立っているところは少なくなると思います。こう

やってオンラインでできるようになれば、ああやって人を立たせる意味という

のはどんどん減らしていけると思います。ここに書いてありますように、柔軟に

将来的なレイアウト変更に対応できるレイアウトにしていただきたいと考えま

した。以上でございます。 

■委員長 

ありがとうございます。後半の論点は答申案の中にある程度含まれていると

考えてよろしいですよね。 
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少し論点を広げましょう。 

■委員 

今お話しいただいたお話と先ほどの委員のお話は非常につながって、私の関

心である区民協働、交流というところの非常な後押しになるのかなと思いまし

た。ご指摘いただいた資料５の「行きたくなる区役所」というところは私も考え

ていたところで、単にサービスを受けに行く区役所ではなくて、区でも強調して

いる協働というのは自分たちもそこで何かを行う場としての区役所になったら

と思いますので、それを象徴的に表す言葉として、今の段階では構想の話ですの

で、「行きたくなる」というのがその方向を示しているのではないかと非常に深

く思いました。 

窓口が減る分、人がいられる場所ができるというような形で考えがつながっ

ていくといいなと思いました。以上です。 

■委員長 

ありがとうございます。少しテーマが広がっても構いませんので、広くご意見

があればお願いしたいと思います。 

■委員 

今回の答申案については、先ほどの若干の修正部分も含めまして基本的には

賛成したいと思います。 

それと、パブリックコメントについてですが、課長さんからもいろいろご説明

もございました。数が少ないのか多いのかわかりませんが、それぞれの意見を拝

見させていただきますと一々ごもっともであるだろうと私は思っております。 

そういった中で、私の感想を１つ申し上げたいと思います。まず９ページの③

－18、行政・議会のところですが、先回、先々回に私も発言させていただいたと

思いますが、区長室は開かれたものであってほしいということ、それから課長さ

んの立ち位置でございますが、もう少し重点的に考えるべきではないかという

ことでございますけれども、言うまでもなく区長というのは品川区を代表する

方であるわけですし、区長の顔、あるいは考え、姿勢がよく見えるような機会を

できるだけ作っていただく、これが必要なことなのだろうと思います。 

それから、課長さんの場所、あるいは職務、権限、私の経験から言いましても

政策形成過程においては課長が一番前面に出て、課長の判断が一番行政判断を

左右する、政策決定に推進力を持たせる、こういう立場だと思うのです。そうい

う意味においても、基本計画を作る段階においては、これからも私は意見を申し

上げたいと思いますが、次回以降も機会があれば申し上げたいと思いますが、課
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長さんの立ち位置、これも重要な位置づけで考えてまいりたい、このように考え

ております。 

それからもう１点、21 ページ、⑥－12、これも今の意見と若干普遍的な側面

もあるかもしれませんが、今働いている職員の方のご意見、これもいろいろな段

階で、あるいはランクで、ワークグループとかチームとか、それぞれ個々に考え

を収集されているのだろうと思います。これはあまり公にするものではないか

もしれませんが、断片的にでも職員は仕事をしながらこういう不便を感じてい

る、こういうことを今思っている、こういう職場であればさらにやる気が出て区

民サービスも向上するだろう、こういう意見も当然出てくるのだと思いますの

で、この辺ももう少し区民にアピールする、これも必要なことだろうと思います。 

もう１つ、児童・生徒からの意見の聴取ということがございました。これも初

回のときに副区長さんからも、学校においてもそういうプログラムの中で児童・

生徒から意見を聞く方策を考えるということを紹介されました。これは基本計

画の段階でより具体的な話を区のほうから紹介していただけるものと思います

けれども、この辺のところと相合わせながら今後進めていっていただければと

思います。 

それから、パブリックコメントは確かにほかの審議会と比べれば少ないのか

もしれませんが、ただ、個別の意見を拝見させていただきますと、的を射たとい

いますか、区民が考えなくてはならない意見の趣旨が多様にバランスよく出て

いるのではないかと私はある意味評価しております。以上でございます。 

■委員長 

ありがとうございます。事務局から何かありますか。 

■事務局 

評価いただいてありがとうございますという部分と、今お話の中でありまし

た学生、生徒のご意見という部分につきましては、現在教育委員会のほうとも詰

めているところでございます。８年生、９年生の学習プログラムの中に組み込ん

だ形で進めていただいている部分と、それから最近ではスチューデントシティ

という品川で取り組んでいるものがございまして、いわゆる職業体験みたいな

形ですね。そういった中でやってみませんかというご提案も受けておりますの

で、広くそういったものを活用していければと思っているところでございます。 

■委員長 

ありがとうございます。パブリックコメントは確かに数としてどうかという

問題と、それからそこで表れている意見の、区民の代表性というか、区民のいろ
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いろな意見をそこに表されているかどうかは別に見ないといけなくて、そうい

う意味では質的にはかなりいろいろな論点を出していただいているというのは

そのとおりだろうと思います。 

私からもコメントですが、今少しお話が出ていました障害者の雇用の話、パブ

リックコメントの中では区役所の職員としてというよりは、そこに何か障害者

の方が働けるスペースをというご意見が出ているのですが、同時に品川区役所

の中で障害のある方が結構働いていらっしゃる。私もずいぶんこれまでの委員

会等で障害のある品川区の職員の方にいろいろお助けいただいたこともありま

す。ある意味公共機関で働く方というのは次の世代にとってのロールモデルで

もあると思うのですね。だから、区役所でこういう働き方ができるのだというこ

とを見せることは、別に区役所の職員のプライベートな利害をアピールするこ

とではなくて、これからの社会のあり方を見せるという側面もあるので、そうい

う意味ではあまり職員の考えていることを出すことに憶病になる必要はないの

ではないかと私は思っています。そのこと自体が公共的な意味を持つという面

もあると思いますので、その点は今お話を聞いていて思いました。すみません、

私がしゃべってしまって。 

ほかにご意見はいかがでしょうか。 

■委員 

まず住民参加、当事者参加という点で最初に質問を１点したいのですが、20 ペ

ージの⑥－８で、設計段階での障害者団体の意見の確認をしてほしいという意

見が出ていますが、これはすごく大事なのではないかと思います。特に設計の段

階で当事者の方に実際に意見を聞かないと、できた後に使い勝手の問題ですと

か、視点が広がらないと思う。こちらはぜひやっていくべきだと思います。区の

考え方を質問させてください。 

■事務局 

こちらにつきましては、区としてもぜひ取り組んでいきたいと思っていると

ころでございます。この策定委員会の中でも障害者がどう使っていくかという

部分のご意見がたくさん出ておりますので、そういったところを踏まえて取り

組んでいきたいと思っております。 

■委員 

ありがとうございます。ぜひそこは大事な点でよろしくお願いします。 

続けて、審議ということなのですが、この場で私のほうからは本基本構想答申

ということに対しての反対の意見を表明させていただきたいと思います。 
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以下、その理由を３点述べたいと思うのですが、まず１点目ですが、建て替え

を急ぐべき状況ではないということなのですね。現在の庁舎ですが、2011 年度

に、先ほど紹介がありました 36 億円かけて免震工事を行いまして耐震性は十分

ある。その後も 2016 年に４億円をかけて熱源機器の更新、2018 年度には 1.5 億

円でエレベーターを改修、その後も前面道路整備の関係で役所周りの外階段を

結構大掛かりに改修しているのですね。これは当然すべて税金なわけで、現庁舎

はそういった必要な改修なども行ってあと10年は少なくとも躯体はもつという

ことなので、まだ予断を許さないコロナ禍のもと、400 億円かけて急いで建て替

える必要はない。将来には建て替える必要はあると思いますが、急いで建て替え

る必要はない。今やるべきはコロナで傷ついた区民生活を支える施策や福祉施

策の推進ではないかという点が１点目です。 

２点目は、超高層の庁舎になるという問題です。この今回決定しようとする基

本構想ですが、概算事業費のほか、建設候補地を定めるということを書いていま

して、その結果、15 階から 20 階という超高層庁舎になるということが事実上確

定されるということなのですね。区民が望むのは、周辺の景観や環境に影響を及

ぼして、日常的にも不便で、災害時にも問題がある超高層庁舎を望んでいるわけ

ではなく、低層型の庁舎かなと。この問題について、残念ながら本委員会でもさ

まざま、利用しやすい庁舎という観点ですとか、安全・安心を支える庁舎という

観点で議論してきたわけですが、この点、十分に議論が尽くされたとは言えない

と私は思います。 

３点目、最後は進め方の問題ですが、やはり前回素案の段階でパブコメにかけ

る前のこの審議会で私は区民的議論と合意がないままここまで来ているという

ことを理由に、素案の決定でも反対させていただいたのですが、その上で、議論

の内容を広く知らせて意見をもらうためには説明会を開くよう求めたんですね。

委員長からもオンラインも含めて工夫したらどうかという意見もあったと思い

ます。しかし、結果としてはパブコメに合わせた説明会は開かれませんでした。

区報やホームページに掲載、窓口に置いてあとは読んでくださいという姿勢で、

一体どれだけの区民がこの議論に参加できるでしょうかと私は言いたいと思い

ます。 

また、パブコメでは意見 48 名、126 件ということで、少ないですよね。それ

はやっぱり少ないと思います、この問題の大きさに鑑みて、課題の大きさに鑑み

てですね。ただ、アンケートには区民の意見が出ていますよね。以前やったアン

ケートと同様、建て替えに反対という紹介もされました。必要性を疑問視する意

見、ほかの施策を優先すべきだという少なくない異論が出されています。しかし、

先ほどの説明のように、品川区としては、事務局としては、この基本構想素案を、

誤字脱字以外は一言一句変えずにパブコメを経ても変わらないものを案として
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提出したと。結果としては十分に説明することもせず、区の考えと異なる意見は

無視をするという対応ですよ。だから区民参加は完全に形骸化しているという

のが残念ながらこれまでの経過だなと思います。 

以上３点から、基本構想の決定に私は反対したいと思います。今すべきことと

いうのは、こういった議論自体は本当に重要な議論だと思います。十分な時間を

かけて、情報公開と区民参加でこの検討を継続し、議論を尽くしていく、そうい

うことじゃないかなと思いまして意見を表明させていただきたいと思います。

以上です。 

■委員長 

ありがとうございます。区のほうからありますでしょうか。 

■事務局 

これまでも委員から同じようなご意見をいただいていたかと思います。まず、

急ぐべきではないというところにつきましては、現在庁舎につきまして老朽化

が進んでいる状況、特に設備面での老朽化が進んでいる状況につきましては、こ

れまでも話させていただいたところでございます。また、耐震基準につきまして

も、現在の耐震基準としては満たしているものの、首都直下になったときにどう

なるか、そういうような区民の不安が実際にあるのも事実でございます。そうい

ったところから、この計画を進めていく必要性があると考えているところでご

ざいます。 

コロナに係る福祉政策につきましては、区のほうでも今、進めているところで

す。コロナ対策につきましても進めていくとともに、この庁舎計画についても併

せて進めていく、これが区の考えでございます。 

それから、説明会ができない、これがやっぱりコロナ禍というところでできな

い状況であったというところは区としては断腸の思いというところがございま

す。本来はそういった説明会なども進めていきたいところではございますが、こ

ういった状況を鑑みながら、今後はコロナ収束に向けて説明会についても検討

をしていきたいと思っているところでございます。 

パブコメが少ないという状況、確かに私のほうも少ないのではないかと先ほ

ど発言をしました。もっと周知をという部分につきましては、周知方法について

今後もいろいろな方法、あらゆる方法を考えていきたいと思っているところで

ございます。以上です。 

■総務部長 

土地の関係ですが、今回の 400 億には土地代は含まれておりません。それは
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どういうわけかというと、図面に表している敷地面積 8,300 ㎡については離れ

たところに、劇団四季があったところの土地を区が買ったということで、その土

地を再編して使うということで、そういう形になっております。 

以前にも昭和のころ買ったと私は申し上げたのですが、実は昭和の時代では

なくて、平成に入ってすぐ、国鉄清算事業団から譲り受けているということで、

その土地を種地にして新しい建設候補地の土地に再編をして使うということで、

そこの部分については十分考えてやっております。 

低層を建てられればといいのですが、低層を建てるとなるとこの何倍もの敷

地が必要になるということで、なかなかそこまでコストをかけてできるのかと

いうと、コストをかければ土地が手に入るかという、そういう問題ではないのか

なと思っておりますので、低層にはしたいという考えはありますが、どうしても

高層で安全性を考えた上で建てるという形にならざるを得ないという現状がご

ざいます。以上です。 

■委員長 

いかがでしょうか。 

■委員 

今の議論ですが、資料５のパブリックコメントを見ますと、最初に反対意見が

来るので結構インパクトがあるのですが、それに対する回答が、今ご説明があっ

たのですが、ちょっと少ない気がします。例えばこの計画自体、７年から８年か

かるわけで、15 年とおっしゃっていましたが、多分 12 年ぐらいでしょうけれど

も、時間的余裕はあまりないはずですし、それから、例えばこれからいろいろな

IT の設備ですとかを古い建物に装備したら、それはまた無駄になってしまうの

で、そういった面の費用ですとか、そういったものを積算していくとかなり合理

的な判断ではないかと思いますので、そちらの説明が少し足りないような気が

いたします。 

それから、財源の話ですが、区の財源はあまり詳しくないのですが、会社でビ

ルですとか設備を建てる場合は、当然会社の今の財務事情、バランスシートとか

を見て判断しますので、恐らくその辺は成算があるということで計画を進めて

いるはずで、その辺の情報も少し記述されるか公開されたほうがいいのではな

いかと思います。全部借金で建てるわけではないと思いますので、そのあたりも

ご説明されて理解を得たほうがいいのではないかという気がいたします。以上

です。 

■事務局 
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費用的な説明が足りないというお話をいただきました。まず建て替え反対に

対して、現状の庁舎の課題について意見をいただいたものにつきましては、実は

５ページ、１つにまとめているようなところでございます。こちらは大体同じよ

うな考え方、出した方がお一人の方という部分がありましたのでまとめさせて

いただいているという部分もございます。 

また費用的な説明につきましては、実際 ICT 機器をどれだけ入れるかという

部分についての積算というものは現庁舎の中ではしていないようなところでご

ざいますので、費用的な比較というのがなかなか難しい状況かなと思われます。 

それから、新庁舎を建てる際の原資となる部分でございますが、こちらも委員

会の中でご説明させていただきました起債、いわゆる借金の部分と、それから積

立金、そういったものを考えているところでございます。また区分所有している

国等の機関からの負担金というものも考えてございますので、そういったとこ

ろを充てていきたいというところでございます。具体的な費用の積算につきま

しては今後基本計画、それから設計等で具体的な費用が出てきた段階でお示し

していきたいと思っております。 

■委員 

今の内容にかぶるところを改めて質問したかったのですが、事業方式の話で

すが、今回事業方式ということで３つの方式が出されていて、従来方式、DB 方

式、PFI ということで、特に従来方式と DB 方式に対するファイナンスの話です

が、今ご説明があったように、基金と起債で賄うというお話ですよね。基金の場

合はある程度それを使うに当たってきちんと議会承認といいますか、法的、当然

法律も変えていかないといけないと思うのですが、その辺の担保はきちんとさ

れているのか。僕もあまり詳しいことはわからないので、わかる範囲で教えてい

ただければと思います。 

■総務部長 

基金については、今現在区のほうは公共施設整備基金というので区民のため

の施設を作るときの基金があります。ただ、それは厳密に言うと区役所を建てる

ためには使えないという形がありまして、その辺をどのように整理していくか

ということを内部的に今検討しております。新たに区役所のための基金を作っ

て明確にしていくという手法とか、もしくは公共施設整備基金の中でそれを取

り崩して使えるか、そういうのを計画しておりますので、まだもうちょっと時間

がかかりますけれども、そんな検討を進めているということでございます。 

その基金の貯め方と同時に、起債、借金する部分の割合をどうするかとか、そ

の辺を今後もっと具体的に詰めていく必要があるかなと思っております。 
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■委員 

具体的には当然基本計画の中で細かい話を詰めていくと思うのですが、建設

費の資金調達というのは最重要項目だと思いますので、いくら計画がよくても

お金がなければ建てられませんし、いろいろな面で今どんどん区も税収が厳し

くなっていく段階で、これをしっかり考えていかないといけないと思います。今

後ぜひそれは重要な点ということでよろしくお願いしたいと思います。以上で

ございます。 

■委員 

こちらの基本構想答申案をまとめていただいてありがとうございました。も

うこちらのほうで私は結構かなと思うのですが、その上でいくつか今まで出た

議論も含めてですが、周知の話、パブリックコメントの少ないのではないかとい

うお話がありました。以前、がん対策推進計画というものを品川区で作りました。

昨年６月から公開になっているのですが、このパブリックコメントを取ったと

きに、賛成の方は１人もおらず、反対の意見がずらずらと。それは特定の業界の

方たちから同じような文面で出たということがありました。当然そういうご意

見もあると思うのですが、いわゆる中身ですね。喫煙はがんにはあまりよくない

ですよという内容だった。パブリックコメントって本当に難しいなと私は思い

ました。読むほうの、受け手の、先ほど偏った意見ということもありましたが、

当然利害関係もありますし、それを読み取るということも必要で、それと比べれ

ば本当に今回はさまざまなご意見、反対意見が多いですが、非常にいろいろなご

意見が、多様な意見が出ているなと。 

その中で１点だけ、周知の話ですが、先ほど委員長から Twitter の話が出まし

たが、SNS 全般ということでいいですかね。今品川区は LINE の発信にすごく力

を入れている印象があって、この前の地震のときもコロナのときも結構間違っ

た内容であっても情報の即時性というか、そういったスピーディーなところを

非常に大事に最近は、無謬性ではなくて、そういうところを重んじて、いろいろ

なものを出して、後から訂正が来たりもするのですが、私は、それは素晴らしい

ことかなと思っているのですが、Facebookも実はやっています。そういったSNS、

これは全体に知らしめるということは品川区役所が建て替わるということ、新

庁舎の検討をしているということを区民がどこかで目にしなければいけないと

いうことで、SNS 全般というところ、これは後で伺いたいのですが、発信をやっ

ていらっしゃるのかどうか。Twitter だけではなくて、ですね。それが 1つ。 

それともう 1 つは、この会議体の中には各種団体の代表の方、品川区を代表

する団体の方、町会、自治会、商工会、障害者団体、観光団体、区民の代表の方
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がいらっしゃると思います。裾野は皆さんすごく広いわけであって、皆さん間違

いなくほとんどが区民であって、こういう内容が多分そういう団体の中では周

知はされていらっしゃると思うのですが、行き渡るのかというところがありま

す。それは１つ地道な努力として、例えば視覚障害者の方がこういった情報に触

れる機会があるのかどうかということ。聴覚障害の方が新庁舎にこういうこと

を求めたいなと思うことがあるのか。我々政党会派というのは毎年皆さんのご

要望を聞くようなヒアリングをやっているのですが、その中で結構新庁舎のこ

とも出てくるのですね。特に商工会なんかはいろいろご提案をいただいている。

区はやっていると思うのですが、例えばこういう団体はこういう要望があるよ

というものをこの委員会の中に挙げていただいて、先ほどもそういうプラット

フォームを作って、普段から区民と意見交換するようなサイトがあるといいよ

ねという話がありました。時間的に間に合うのかなというところもあってです

ね。そういうものも資料としていただければ議論の活性化にまたつながるのか

なと思うのですが。 

まとめて質問します。あと、すごく些末なことなのですが、資料５の９ページ、

整備方針についてのところで、③－14、区民協働・交流で、「食堂は区民にも利

用しやすい場所に配置してほしい」というのがあります。食堂の議論というのは

実はこの構想の中であえて１回もやっていなかった記憶があります。ただし、回

答については、「食堂やカフェなどの形態も含めて基本計画で検討します」、この

とおりなのでしょうけれども、区の資料の答申案の中には食堂という言葉が一

言も出てこないのですね。基本構想の 38 ページの協働・交流機能のところに「カ

フェなど」とあるのですが、これは食堂も含めて、今後あり方とか設置とか、回

答のところにそれを触れておかないと、細かいことですが、この方に食堂ありき

なのだなという誤解を与えてしまうのではないかなと。そういうものを含んで

の回答だとは思うのですが、そういったことも配慮した回答にして、設置のあり

方とか、設置についてということもこれから基本計画で検討する、そういう表現

にしたほうがいい。ずっと読んでみて、1点ここだけ気になったので申し上げま

した。 

■委員 

今、食堂の件が出ましたので、私も一緒にお願いしたいと思います。先ほどか

ら障害者の働く場とか、いろいろ皆さんからご意見をいただいていますから、新

しいところへ障害者を入れていただくのは大変ありがたいのですが、今の区役

所は大変使いづらい。障害者にとって、それから高齢者にとっても大変わかりづ

らい。２階に「リボン」というのがございます。そこを何とか喫茶店式にしてく

れないかとだいぶ個人的に、障害者団体まとまってではなく、障害者の代表者と
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して個々にいろいろな会でお願いはしてみたものの、あそこは儲かっていると

いう感じで一向に聞き入れてもらえなかったのですね。障害者が職場で働くと

いうと本当に一定の人しか働けない。車いすで入っている方もいらっしゃいま

すが、目の不自由な方なんかは働けない。そういう部分で、新庁舎を建てるまで

に 10 年近くかかるわけですよね。現在の庁舎を使っていくに当たって、大井町

の駅から車いすで入れる喫茶店は１件もないのです。表にもない、食堂もない、

何もないです。「車いすで入れる喫茶店、区役所の中でも外でも作ってよ」とさ

んざん言っていた人が２人とも亡くなってしまいました。つくづくこうやって

見ていると、お母さん方も大きな乳母車を押しながら、エレベーターもあります、

スロープもあります。でも大井町のほうから来るとすごく遠いところのスロー

プになりますし、夏までに「リボン」も閉店するという話も聞いていますが、あ

あいうところに障害者が働いている喫茶店的なものがあれば、そこでちょっと

お茶を飲みながら、どこそこへ行くのだけれどという聞き方もできると思うの

ですね。大田区も役所のそばにちゃんと喫茶店ができておりまして、そこは結構

入っています。まず新しいところにどんないいものを作るよりも先にもっと使

いやすいところを提供してほしいなというのがすごい望みなのです。ぜひお願

いしたいと思います。 

■委員長 

ありがとうございます。事務局からは何かありますか。 

■事務局 

先ほどの「委員のご要望のところで、９ページの③－14 ですが、委員の趣旨

を踏まえますと、「食堂やカフェなどの形態」のところを、「あり方や設置を含め

て基本計画で検討します」、こういう表現でよろしいでしょうか。委員長、その

ような形で一部訂正をさせていただければと思います。 

それから、委員の障害者のカフェ的なもの、喫茶店的なものというところの要

望ということなので、こちらにつきましては、今「リボン」のところが撤退を考

えているというような情報もありますので、検討している部署にお伝えさせて

いただきたいと思います。 

■委員 

SNS のところと各種団体のご意見というところ、団体の代表の方は出ていらっ

しゃることは承知の上で申し上げているのですが。 

■事務局 
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SNS の活用でございますが、先ほども Twitter、Facebook、LINE の活用、こち

らのところはまだできていないようなところがございますので、今後ぜひ取り

組んでいきたいと思っております。 

LINE につきましては、一時期不具合があったのでちょっと見送っていたとい

う経緯がございます。ほかの SNS につきましても活用を考えていければと考え

ております。 

あと、各団体さんからのご意見ということになりますと、皆さん代表して来て

いただいている部分がございます。そういったところにつきましてはぜひ団体

のご意見もお話しいただければと思います。 

それから、いろいろな団体さんへの周知につきましても、区として積極的に今

後も取り組んでいきたいと思います。 

■委員長 

ありがとうございます。ずっと待っていただいている委員からご意見をいた

だければと思います。 

■委員 

話が全然方向性が違うのですが、資料４の答申案の概要とか報告書の絵がご

ざいますね。防災のところは「区民の安全・安心を支える防災指令拠点となる庁

舎」と書いていただいて、下に３つポチがあるのですが、３つ目のポチに「災害

時区民対応機能」と書いてあって、もちろん区民を指しての対応機能ということ

はあると思うのですが、災害時には帰宅困難者等の対応ということで、少なくと

も区民ではない方たちの対応もすることになって、正しいかと言われると、正し

くないので、ここは「区民対応」としておいていただいても結構かなと思います

が、例えば少し補足で被災者と入れていただくと、帰宅困難者対応も想定してい

るということをどこかに入れておいていただけると適切な表現になるかなと思

っている次第でございます。区民に限定していると取られることは品川区とし

ては本意ではないと思いますので、そのようにコメントさせていただきます。以

上です。 

■事務局 

こちらの記載の仕方につきましては、これまでもご議論いただいたものを踏

襲したものでございます。こちらの内容につきましては、本編 27 ページ、28 ペ

ージのところに区民対応機能という部分での記載がございますので、そちらの

ところをご覧いただくという形になろうかと思います。改めてこちらに今追記

してということは考えてございません。 
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■委員 

それで結構かと思います。記載があるかどうかを再度確認していただければ

それで結構かと思いますし、どこからかご質問があればそのようにお答えいた

だければ結構かと思います。以上です。 

■委員長 

ありがとうございます。時間が少し押してきていますので、副委員長からも一

言ご意見をお願いできればと思うのですが。 

■副委員長 

今までの議論の中で感じたことを少しお話しさせていただければと思います。 

まず多くの意見をといったところ、今回のパブリックコメントが多いか少な

いか、これは区民自身が自分ごととして捉えられる案件かどうかが非常に大き

く関与する。生活に直結する話と、区全体の構想としての方向性で総論賛成ベー

スのところで議論を感じ取って読み取っている場合とでは全くリアクションが

変わってくる。そういった中では、区全体の問題の中の庁舎機能といったところ

で、庁舎に求めることに関心のある人たちがいると。その中で声が上がらないと

いうのは、これは総論賛成型がどうしても多い。その中で反対意見が出てくる中

で、反対に特化することなく、こういった庁舎要望が上がったというのは、私は

「件数は少ない」という考え方は持っていません。やはり適切な形のアプローチ

をした結果として上がったものだろうと。 

さらにもっと広めるためにはといったところでは、今お話をしている中で、題

材とするものが何かといったところが非常に大きくて、私も関連した自治体さ

んでやったところでは、例えば総合計画とか暮らし直結型で来るようなものに

関しては、これを市民アンケートという形でサンプル数を 2000 とか 3000 とか

市民に開示するとともに、高校生という形で、市内の高校生 2500 人に実施、全

部の回答数が上がるなんていうことを実際にやったのですが、それは将来、自分

が今住んでいるところの問題をどう捉えるかといったところの観点で、自分ご

ととして答えられる質問に対する回答として上がるのですね。ですので、パブリ

ックコメントといったときに、どういう区民に届けるものなのかといったとこ

ろを意識した中で、対象者を選定する中で絞り込んでいく。そこにちゃんとター

ゲットとして届いているかということは事務局としてやはり考えないといけな

いことかなと思います。広く SNS をやればそれで済むということではなくて、

どういう方たちに届いた案件なのかということを事務局が判断することが大事

かなと思っています。 
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あと、先ほど市川の話も出て、私も市川市の都計審とか総計審とかいろいろ関

わっておりまして、庁舎もかなり活用しているのですが、DX に特化した計画を

作ろうという総合計画であの建物も変わった建物になっています。ただし、現実

的にはまだ DX ベースは全く動いていない。これは 10 年、20 年といった時間軸

の中で、そこのシステムに対応できる人、市民、これがまだ追従できないのです

ね。ということは、今から計画しても、DX になれるような世代が育ってこない

と使えない。そうなってくると、今まさに品川区の庁舎を考えるといったときに、

５年、10 年あっという間にたってしまうわけです。そういったときに世代がず

れていったときに DX ベースで使える人たちが、育った人たちが区民として活用

していく。そういったための時間軸として私はかなり合ってきているのかなと

いう気はいたします。 

それと、構造物の観点で、防災機能として発揮するか。構造的に問題がないと

いうことは、これはまず安心した庁舎機能として必要なものなのですが、それが

機能としてのサービスを提供できるかという議論とはまた別の話になるので、

機能を提供するといったことを考えたときに、今本当に庁舎を十分に活用でき

ているかどうかを判断すると、やはり今の時期から考えなければ庁舎を有効に

活用できる仕組みとして区民サービスが提供できない、そういったレベルに今

来ているのだろうなという感じはいたします。そういった観点からも、早期の段

階での計画づくりを進めていかないといけないのが品川区の今の立場かなとい

う気はしております。 

あと、バリアフリーの問題ということで、私自身、品川区のバリアフリーの基

本構想の策定に絡ませていただいております。大井町の駅周辺、こちらも都市機

能拠点を中心としたバリアフリー基本構想を位置づけています。これも作って

からしばらくたっていますので、そういったように関連計画とこの庁舎機能の

検討、これを合わせていかなければいけない。区にはほかにいろいろな計画があ

るかと思いますが、その関連づけといったところを、次の設計段階で明らかにし

ていく。時間を 2027 年というキーワードにしているのであれば、それに向かっ

てその他の連動する仕組みの計画づくりも併せて変更していくようなアプロー

チもぜひ事務局のほうで検討していただけるとありがたいかなと思っています。

以上でございます。 

■委員長 

ありがとうございます。事務局から何かありますか。 

■事務局 

副委員長、ありがとうございます。区民からの意見聴取という部分につきまし
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ては、SNS だけでなく、今後区民アンケート等も実施していきたいと思っている

ところでございます。そういった形で、区民からのご意見をどういった形で吸い

上げるかという部分につきましても今後十分考えていきたいと思っております。 

DX ベース、防災、バリアフリー、早期に進めていく必要があるということで、

この庁舎計画につきましても中にいろいろ盛り込ませていただいております。 

関連計画との連動につきましても、基本計画の段階で十分考えていくべきも

のだと思っておりますので、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。 

■委員長 

ありがとうございます。そのほかはいかがでしょうか。 

■委員 

パブリックコメントの中で、寄せられたご意見 48 名という、人数的にはやや

少ないのかどうかというところですが、内容は結構濃いような、皆さんすごく考

えていらっしゃってご意見を出されているので、注意深く読ませていただきま

した。 

質問ですが、この 48 名のご年齢というのはどのようになっているのかという

ことを知りたいです。 

また、パブリックコメントの中で、閲覧場所とか周知媒体、ありとあらゆる方

法で区のほうではやっていらっしゃったかと思うのですが、それに対して 48 名

というのは、内容は濃いものの、もっと多くの、これだけ多くの、広く周知して

いるにもかかわらず２桁というのは本当に疑問が湧いてくるわけです。それだ

け無関心の人が多いのではないかというような意見を正直なところ私は持ちま

した。 

ですから、無関心な方というのは、我々税金を納めているわけですし、新庁舎

はみんなで作り上げていくものなのだというコンセプト的なものを作って、単

に新庁舎に対して意見を募りますというわけではなく、コンセプトを作ってそ

れでみんなで新庁舎を作っていこうじゃないかというものがないと、そういう

大きな目標がないと皆さん１つには考えていただけない。取っ掛かりというの

ですか、何か足がかり的なものが欲しいなと思っています。みんなが利用したく

なる新庁舎とか、ゆくゆくは今学生さんとか児童の方がこれから新庁舎を多く

利用する年齢になっていくわけなのですから。SDGs、若い方は特に興味を持って

いるわけですが、結構ラジオとか聞いていますと、SDGs というのは若い方はよ

く興味を持っていらっしゃるようなので、そういった SDGs をうたった新庁舎を

みんなで考えていこうじゃないかということで、学校や企業も巻き込んで意見

をもっと積極的に出してもらう方法を区のほうで模索していかなければならな
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いのではないかと私は思いました。単に我々に問題を投げかけるわけではなく、

区の皆さん、区で働いている方々とか学生さん、児童の皆さんに意見を出しても

らう環境づくりというのですか、これからはいかに意見を募える方法を考えて

模索していかなければならない。単に投げかけるわけではなく、それを回収する

方法を考えていかなければならないと私は思います。 

それから、障害者の方々、いろいろな方がいらっしゃると思うのですが、そう

いった方々のご意見というのはもっと欲しいわけなのですね。まだまだ少ない

と思うわけです。障害を持った方に対して新庁舎を作るに当たってのご意見を

いかに集めるかということも大切かと思います。 

新庁舎というのはみんなが行きたいと思う、みんなで作り上げていくものと

いうことで、安心感も大切なので、改めて防災に強いということも踏まえて考え

ていってほしいと思っています。以上でございます。 

■事務局 

内容が濃いものが出されたということにつきましては、事務局もそう感じて

いるところでございます。ただ、パブコメ、先ほど副委員長からもお話があった

とおり、区民がどう捉えているか。それから、まだ基本理念、基本方針ですとか

概念的なものが先行しているという部分がございまして、これから作っていく

基本計画などで形が見えるものになってくれば区民の関心ももっと向くのでは

ないかというのは事務局のほうでも思っているところでございます。 

それから、年齢別につきましては、電子フォームで寄せられたものにつきまし

ては一定程度把握できる部分があるのですが、大体半分ぐらいの方について把

握はできています。郵送とか FAX、それからご持参いただいた方で年齢をお書き

になっているかというと、そうでもない方がいらっしゃいますので、全体の年齢

構成までは把握できてございません。 

SDGs につきましては、基本計画の中できちんとそれに沿った形のものを策定

委員会の中でも揉んでいければ、と思っております。 

それから、障害者に対してのご意見につきましては、改めて、先ほども委員か

らもお話がありました聞く機会を設けていきたいと思っているところでござい

ます。以上です。 

■委員長 

ありがとうございます。そろそろ時間的に限界になってきましたので、委員か

ら反対意見を出されておりまして、恐らく区民の中にも反対の考えを持ってい

らっしゃる方はいらっしゃると思うのです。もう一方で、例えば建て替えの時期

ということについては委員の中からも別の意見が出ていましたが、必ずしもこ
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ちらも急いで拙速にやっているというわけではないのですよね。耐震性だけの

問題でもなくて、いろいろな問題をこの審議会の中では議論しています。 

それから、高層化の問題についても、委員会としては別に超高層にすること自

体を目的にしているわけではなくて、各種の施設を入れた場合にはどうしても

このぐらいの階数になるという形の議論をしている。これは財源の問題とも絡

んできますので、今後議論していくということになっていくのだと思います。 

ある意味こうした委員会の中での議論が十分に区民の間に伝わっていないと

いうことは、そのとおりかなと思うのですが、その点については今日いろいろ委

員の中からアイデアもたくさんいただきましたので、こうしたものも活用でき

るかどうか区役所にも検討していただきながら進めていくというのが委員会全

体としての方向性としてはいかがかなと私としては思っております。 

それでよろしければ、反対意見があるという事実はしっかり受け止めた上で

答申に向かっていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（一同異議なし） 

■委員長 

それでは、答申にこれから向かっていきたいと思います。 

では、今後のスケジュールについての確認から始めたいと思います。事務局か

ら説明をお願いいたします。 

８．今後のスケジュールについて 

■事務局 

今後のスケジュールについてご説明いたします。資料５の 27 ページをご覧く

ださい。基本計画の検討につきましては年明け令和４年１月から６月までの第６

回から第８回で、下段に書いてあります項目についての詳細を審議いただきたい

と思っております。７月の第９回で事業計画を審議いたしまして、新庁舎整備基

本計画の素案をまとめ、パブリックコメントを実施。９月の第 10 回策定委員会

でパブリックコメントの結果報告と基本計画案の答申を予定しております。 

次回第６回につきましては年明け１月 31 日（月）午後２時から４時。場所は 

第一委員会室を予定しておりますので出席のほうよろしくお願いいたします。 

■委員長 

ありがとうございます。何か皆様からご質問はございますか。 

よろしければ、この後、区長への答申に進んでいきたいと思います。運営の都

合上、一旦中断して休憩とさせていただきます。答申と区長の挨拶では事務局に
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進行をお願いいたします。 

再開時間ですが、11 時 40 分に再開したいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

（休 憩） 

９．答申 

■事務局 

それでは、皆さんお戻りになりましたので再開させていただきます。ここから

区長のご挨拶までは事務局が進行させていただきます。 

まず初めに答申に当たりまして、委員長からご挨拶をいただきます。よろしく

お願いいたします。 

■委員長 

その前に、撮影の件ですが、答申に関して撮影を希望されている新聞社が 2件

ございまして、建設関係だと思うのですが、撮影だけであれば特に利益相反等に

はならないと思いますので、報道機関ということで撮影をしていただいて構わ

ないかと思っているのですが、よろしいでしょうか。 

（一同異議なし） 

■委員長 

ありがとうございます。それでは、撮影可でお願いいたします。 

それでは、改めて委員長としてご挨拶させていただきます。 

委員の皆様、これまでの審議についてどうもありがとうございました。特に今

回の期間は感染症の流行期とちょうど重なっておりまして、いろいろとご苦労

をおかけしたかと思います。マスクをして、窓を開けてという中でなかなか不自

由な思いをしていただいたかと思うのですが、それでも何とか傍聴の方を含め

てクラスターを発生させることなく審議が進んだということで、まずは何より

よかったと考えております。 

その上で、答申内容についてですが、もちろん災害のときの機能ということも

あるのですが、それ以外にも、特に障害を持たれた方や、あるいは子育て世代の

方々に使いやすい区役所、それから以前最初の段階で区長がおっしゃっていま

したが、未来の世代、子どもたちにとって活用できるような設備、あるいは性能

を持った区役所ということに留意しながらまとめられたものになっていると委

員長としては考えております。 
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もちろん今後、まだ完全に安心できる状態ではない感染症の状況の中で区民

の皆様のご理解を、今日の委員会でも議論したように、どのように得ていったら

よいのか、あるいは施設規模とか財源についての詳細な検証もまだこれからや

っていかなければいけませんので、この点をどのように進めていかなければい

けないか、詰めていかなければならない論点というのはまだかなり残っている

と考えております。 

この基本構想を土台として、引き続きしっかりとした審議が進められていき

ますように、委員長として強く願っております。今後ともどうぞよろしくお願い

いたします。 

■事務局 

ありがとうございました。それでは、ただいまから答申を行います。委員長、

区長は中央へお願いいたします。 

（答 申） 

■事務局 

それでは、区長からご挨拶申し上げます。区長、よろしくお願いいたします。 

■区長 

改めまして皆様こんにちは。ご多忙の折、庁舎の基本構想策定のために区役所

にお越しいただいていろいろとご検討いただきました。本当にありがとうござ

いました。 

ただいま委員長から答申を頂戴いたしました。今年６月から５回にわたって

審議を重ねていただきました。心から感謝を申し上げたいと存じます。 

この新しい庁舎、これは区の行政のセンターでありますとともに、区のシンボ

ルとしての存在でもあろうかと思っております。したがいまして、新庁舎を整備

するに当たっての基本方針につきましては、区民の皆様へのサービスの向上、あ

るいは防災機能の拡充、将来の変化への対応など、さまざまな視点からご審議を

いただいたことと存じます。多くの区民の方々がこの庁舎に来られる、そしてい

ろいろな手続きをされる、あるいはいろいろな催し物の準備をされる、そういう

場所でもございます。皆様方がいろいろとご論議いただいたことがこれからの

区民サービスの向上や、そして区民の皆様方がさまざまな活動をする上で大き

な役に立ってくると確信しているところでございます。 

今後は、この答申をいただきました。しっかり読ませていただきまして、それ

を踏まえて区民の皆様にとって利用しやすい、そして長く親しまれる、そういう
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存在であるようなものになっていきたいと思っておりますので、これから基本

計画の策定を進めてまいりますが、永続的に皆様方のご意見をお聞かせいただ

ければと思っております。 

基本構想・基本計画策定委員会の委員の皆様へ改めて御礼を申し上げまして、

私の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。そしてお疲れ

さまでした。 

■事務局 

ありがとうございました。大変申し訳ないですが、区長は公務の都合上、この

後退席させていただきます。 

（区長退席） 

それでは、改めまして委員長、進行をお願いいたします。 

１０．閉会 

■委員長 

ありがとうございます。何とか無事にただいま答申を終わらせることができ

ました。ありがとうございました。 

最後に、事務局を代表して総務部長からの挨拶があるのですが、もうちょっと

時間がありますので、もし何か全般的に感想やご意見が皆さんからあれば少し

お話しいただく時間があるのですが、いかがですか。副委員長、何かありますか。

何もないですか。 

■副委員長 

今、何もないですかということだったので少しお話をさせていただきます。 

こういう計画づくりといったところで、やはり前に常に進んでいかないとい

けない。これが区民の方にどう届くかといったところは非常に大事なところな

ので、どうしてもルーチンなワークで先ほどのようにニュースペーパーという

形で会報を出す、これは非常に大事なのですが、それがきちんとフィードバック

されてくるかという常にその感覚をぜひ事務局でお持ちいただきたいといった

ところでございます。作業的に非常に大きいところだと思うのですが、事務局だ

けに課すのではなくて、今回委員の皆様方がいらっしゃいます。所属が違う形で

ございます。そういったところで、例えば今回のニュースが出ていったものを、

関係している皆様方の関係者の方たちがどうご覧になったのかといったところ

まで、ぜひそういった声を上げていただいて、次の計画づくりのときにはもっと
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具体的な詳細なところを議論しなければいけませんので、その声をこの会の中

に持ち込んでいただけるといいかなと思います。 

やはり広くという、先ほどどの対象にといったときに、総論賛成の方の意見は

なかなか挙がってこないのですね。そういった中で関係者団体の声をまず上げ

ていく中で、そこで今度すそ野を広げていくような意見聴取を事務局でまた次

のプラスの方向性として考えていくという、そういったことをぜひやっていた

だきたい。そのためには、委員の皆様方にご苦労をかけてしまうのだろうなと。

よその大学から来て、ここで話だけすればいいかというと、そうではなくて、区

民の問題として捉えなくてはいけないといったときに、その声をきちんと上げ

るような体制をぜひ次の計画づくりの中には生かしていただけるとありがたい

と思います。これはお願いでございます。 

■委員長 

ありがとうございます。なかなか意見の反映というのは難しいというのが正

直なところなのですが、少なくとも私がもう 15 年ぐらい品川区の区政と関わら

せていただいて、関わってきた審議会の中では多分この審議会は相当議論が活

発というように正直思っております。そういう意味では議論をしっかりと、少な

くともこの場ではしているということなので、ここでいろいろな意見がまた現

れて入ってくるということになるのはとてもありがたいことなのではないかと

委員長としても思っております。副委員長、ありがとうございました。 

それでは、最後に事務局を代表して総務部長からご挨拶をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

■総務部長 

総務部長です。改めまして今回の基本構想までの検討を長い時間本当にあり

がとうございました。今日もさまざまな意見をもらいまして、これをもとにまた

次のステップへ進んでいきたいと思います。 

今日特に「行きたくなる区役所」というキーワードが出て、それを目指してど

のようにしていくのがいいのか、そういうところの意見を集めたり、いろいろ議

論ができたりということを重視していきたいと思います。 

それからもう１つ、この間、環境問題がすごくこのところクローズアップされ

ています。環境に対してどうやっていけばいいのか。区役所を建てた場合にラン

ニング（維持管理）などをいろいろ考えて、環境に負荷を与えない形、もしくは

エネルギー的に一番いい形、そういうものを考えていかなければいけない。それ

から、職員の働き方に関してもいろいろご意見をいただきましたので、働きやす

い職場、もしくは区役所も行きたくなる区役所で、区民が協働するために来ても
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らうということと、逆に行政手続きはなるべくオンラインで済ませられるよう

なことがないのか、そんなことをいろいろ考えております。 

これからも基本計画に向けて、先ほど日程がある程度出ましたが、限られた期

日にはなりますが、議論を深めていきたいと思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。以上でございます。 

■委員長 

どうもありがとうございました。ほかは特によろしいですか。 

それでは、大変ありがとうございました。以上をもちまして、本日の委員会を

終了させていただきます。答申までのご協力、まことにありがとうございました。

改めて感謝申し上げます。 

以上


